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避難確保計画について
平成28年8月台風10号等の過去の災害で、逃げ遅れによる多数の死
者が発生したことを受け、平成２９年６月に水防法等を改正
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避難確保計画の作成手順
①洪水・土砂災害のリスクを確認してください

はじめに、施設の災害（洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域に入っ
ているか）をハザードマップまたはガイドマップかわさきにより、確認してく
ださい。

＜洪水ハザードマップ＞
https://www.city.kawasaki.jp/530/page/0000018174.html
＜土砂災害ハザードマップ＞
https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000017971.html

＜ガイドマップかわさき（防災マップ）＞
http://kawasaki.geocloud.jp/webgis/?p=0&bt=0&mp=150-60&
※拡大縮小ができるためおススメ！

不明な場合は、危機管理本部初動対策担当へご連絡ください。
電話０４４－２００－２８４１
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洪水ハザードマップの見方① 資料5-4



避難確保計画の作成手順
②避難確保計画を作成してください

避難確保計画作成の「てびき」と、必要事項を記入することで避難確保計画が
完成する「ひな形」を用意しております。市ウェブサイトからダウンロードできます
ので、御活用ください。
＜洪水に備えて（要配慮者利用施設における
避難確保計画の作成について）＞
https://www.city.kawasaki.jp/170/
page/0000058043.html
＜土砂災害に備えて（要配慮者利用施設にお
ける避難確保計画の作成について）＞
https://www.city.kawasaki.jp/170/
page/0000023278.html

てびき内に「施設の状況に応じた避難判
断フロー」を掲載してますので、避難先を
ご検討ください。

ここがポイント
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河川の氾濫から身を守るために

避難行動を考える
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避難行動を考える

むやみな外出は控える

室内待機
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避難行動を考える

危ないところに

居続けない。

立ち退き避難
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避難行動を考える

落ち着いて上階へ

垂直避難
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洪水からの避難行動の考え方まとめ 資料5-4



市が発表する避難に関する情報
避難情報の新たな提供方法（R3.5.20～）
警戒レベル４避難指示で必ず避難。避難勧告は廃止。
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市が発表する避難に関する情報

【警戒レベル４】避難指示

【警戒レベル５】緊急安全確保

○避難勧告は廃止されました。これからは、警戒レベル
４避難指示で危険な場所から全員避難しましょう。

○すでに安全な避難ができず命が危険な状況です。

警戒レベル５緊急安全確保の発令を待ってはいけませ
ん！

【警戒レベル３】高齢者等避難

○お年寄りや体の不自由な方など、避難に時間を要す
る方は、危険な場所から避難しましょう。
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避難確保計画の作成手順

④避難確保計画を提出してください
作成した避難確保計画は、市長に報告するよう、法律で定められてい

ます。
計画を作成しましたら、「避難確保計画作成（変更）報告書」を添えて、

川崎市危機管理本部へワードファイルのままメール
（60kikika@city.kawasaki.jp）で御提出ください。

③情報の収集手段を確認してください

川崎市の「メールニュースかわさき」は、気象情報、洪水予報、避難情
報などの情報をメール配信しています。
空メールを送ると登録メールが返信されます。
右QRコードから登録いただくか、下記URL

「メールニュースかわさき（市HP）」をご確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/50-8-0-0-0-0-0-0-0-0.html
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避難確保計画の作成手順

⑤避難確保計画に基づく訓練の実施、報告を
してください

避難確保計画に基づく訓練を実施すること、及び訓練実施後に市町村
長に対して訓練結果を報告することが義務化されております。
避難訓練を年1回以上実施し、実施後は概ね1ヶ月以内に、下記QRコ

ード（オンライン申請）から報告をお願いいたします。（訓練内容を分けて
複数日で実施する場合は最後にまとめて報告することもできます。）

市ホームページ「避難確保計画に基づく訓練実施結果報告」

※下記URLからも申請ができます。
https://www.city.kawasaki.jp/601/page/0000142503.html

※オンライン申請ができない場合は、危機管理本部初動対策担当（044-200-3682）
までお問い合わせください。
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